
とうごう議会だより 平成22年２月１日 

「
子
ど
も
手
当
」
の 

　
　
　
　
創
設
に
つ
い
て
の
意
見
書 

経
済
・
生
活
苦
で
の
自
殺

者
が
年
間
7000
人
に
達
し
、
自

己
破
産
者
も
18
万
人
を
超
え
、

多
重
債
務
者
が
200
万
人
を
超

え
る
な
ど
の
深
刻
な
多
重
債

務
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

平
成
18
年
12
月
に
改
正
貸
金

業
法
が
成
立
し
、
出
資
法
の

上
限
金
利
の
引
き
下
げ
、
収

入
の
３
分
の
１
を
超
え
る
過

剰
貸
付
契
約
の
禁
止
（
総
量

規
制
）
な
ど
を
含
む
同
法
が
、

来
年
６
月
ま
で
に
完
全
施
行

さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。 

改
正
貸
金
業
法
成
立
後
、

政
府
は
多
重
債
務
者
対
策
本

部
を
設
置
し
、
同
本
部
は
①

多
重
債
務
相
談
窓
口
の
拡
充
、

②
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付

の
充
実
、
③
ヤ
ミ
金
融
の
撲
滅
、

④
金
融
経
済
教
育
を
柱
と
す

る
多
重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
策
定
し
た
。
そ
し
て
、

官
民
が
連
携
し
て
多
重
債
務

対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、

多
重
債
務
者
が
大
幅
に
減
少
し
、

平
成
20
年
の
自
己
破
産
者
数

も
13
万
人
を
下
回
る
な
ど
着

実
に
そ
の
成
果
を
上
げ
つ
つ

あ
る
。 

一
方
、
消
費
者
金
融
の
成

約
率
が
低
下
し
て
借
り
た
い

人
が
借
り
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
と
い
っ
た
こ
と
や
、
昨

今
の
経
済
危
機
等
に
よ
り
資

金
調
達
が
制
限
さ
れ
た
中
小

企
業
者
の
倒
産
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、

改
正
貸
金
業
法
の
完
全
施
行

の
延
期
や
貸
金
業
者
に
対
す

る
規
制
の
緩
和
を
求
め
る
論

調
が
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
バ

ブ
ル
崩
壊
後
の
経
済
危
機
の

際
に
は
、
貸
金
業
者
に
対
す

る
不
十
分
な
規
制
の
も
と
に

商
工
ロ
ー
ン
や
消
費
者
金
融

が
大
幅
に
貸
付
を
伸
ば
し
、

そ
の
結
果
、
自
殺
者
が
３
万

人
を
超
え
る
な
ど
多
重
債
務

問
題
が
深
刻
化
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
り
、
改
正
貸

金
業
法
の
完
全
施
行
の
先
延

ば
し
、
金
利
規
制
の
貸
金
業

者
に
対
す
る
規
制
の
緩
和
は
、

再
び
自
殺
者
や
自
己
破
産
者
、

多
重
債
務
者
の
急
増
を
招
き

か
ね
ず
、
許
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。 

よ
っ
て
国
に
お
か
れ
て
は
、

今
般
設
置
さ
れ
た
消
費
者
庁

の
所
管
と
な
る
地
方
消
費
者

行
政
の
充
実
及
び
多
重
債
務

問
題
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

こ
と
も
踏
ま
え
、
国
に
対
し
、

以
下
の
施
策
を
求
め
る
。 

 

　
〈 

記 

〉 

①
改
正
貸
金
業
法
を
早
期
に

完
全
施
行
す
る
こ
と
。 

 

②
自
治
体
で
の
多
重
債
務
相

談
体
制
の
整
備
の
た
め
相

談
員
の
人
件
費
を
含
む
予

算
を
十
分
確
保
す
る
な
ど

相
談
窓
口
の
拡
充
を
支
援

す
る
こ
と
。 

 

③
個
人
及
び
中
小
事
業
者
向

け
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

貸
付
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ

る
こ
と
。 

 

④
ヤ
ミ
金
融
を
徹
底
的
に
摘

発
す
る
こ
と
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99

条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書

を
提
出
す
る
。 

 愛
知
県
愛
知
郡
東
郷
町
議
会 

　
　
議
長
　
近 

藤
　
秀 

樹 

 （
提
出
先
） 

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長 

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣 

法
務
大
臣
、
金
融
担
当
大
臣 

多
重
債
務
者
対
策
本
部
長 

消
費
者
及
び
食
品
安
全
担
当
大
臣 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長 

我
が
国
で
は
、
急
速
な
少

子
化
が
進
行
し
て
お
り
、
次

代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の

育
成
を
支
援
す
る
た
め
、
子

育
て
支
援
や
少
子
化
対
策
を

進
め
る
こ
と
は
大
変
重
要
で

あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
政
府

は
、
平
成
22
年
度
か
ら
全
額
国

費
負
担
で「
子
ど
も
手
当
」を
創

設
す
る
方
針
を
表
明
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
子
ど
も
手
当
に
つ
い

て
は
、
法
案
の
上
程
が
来
年

の
通
常
国
会
に
先
送
り
さ
れ

る
一
方
、
平
成
22
年
度
の
予

算
編
成
の
過
程
に
お
い
て
、

扶
養
控
除
廃
止
等
の
税
制
改

正
や
、
最
近
で
は
地
方
負
担
の

有
無
な
ど
の
財
源
を
中
心
と
し

た
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

特
に
、
財
源
の
地
方
負
担

に
関
し
て
は
、
政
権
発
足
以
来
、

総
理
大
臣
や
総
務
大
臣
が
子

ど
も
手
当
を
全
額
国
費
負
担

で
実
施
す
る
方
針
を
明
ら
か

に
し
て
い
な
が
ら
、
財
務
大

臣
や
所
管
の
厚
生
労
働
大
臣

が
地
方
負
担
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。 

そ
も
そ
も
子
育
て
支
援
等

の
厚
生
行
政
は
、
国
と
地
方

の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
て

成
立
す
る
も
の
と
思
料
さ
れ

る
が
、
子
ど
も
手
当
の
財
源

の
一
部
を
一
方
的
に
地
方
が

負
担
す
る
案
は
、
こ
の
よ
う

な
信
頼
関
係
に
重
大
な
影
響

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
子
育
て
・
少
子
化

対
策
は
、
国
の
最
重
要
施
策

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

国
と
地
方
の
協
議
は
も
と
よ
り
、

国
会
で
の
慎
重
な
議
論
、
国

民
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠

の
も
の
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、

子
ど
も
手
当
の
創
設
に
当
た

っ
て
、
次
の
事
項
に
十
分
配
慮

を
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

 

〈 

記 

〉 

①
「
子
ど
も
手
当
」
の
財
源

に
関
し
て
は
、
当
初
方
針
の

と
お
り
全
額
国
費
で
実
施
す

る
こ
と
と
し
、
地
方
自
治
体

の
負
担
を
求
め
な
い
こ
と
。 

 

②
「
子
ど
も
手
当
」の
創
設
に

当
た
っ
て
は
、
制
度
自
体
の

目
的
を
明
確
に
し
、
支
給
事

務
等
の
制
度
設
計
や
将
来

に
わ
た
る
財
源
確
保
策
な

ど
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99

条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
。 

 愛
知
県
愛
知
郡
東
郷
町
議
会 

　
　
　
議
長
　
近 

藤
　
秀 

樹 
 （

提
出
先
） 

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長 

内
閣
総
理
大
臣 

副
総
理
・
国
家
戦
略
担
当
大
臣 

総
務
大
臣
、
財
務
大
臣 

厚
生
労
働
大
臣 

改
正
貸
金
業
法
の 

早
期
完
全
施
行
等
を
求
め
る
意
見
書 

改
正
貸
金
業
法
の 

早
期
完
全
施
行
等
を
求
め
る
意
見
書 

「
子
ど
も
手
当
」
の 

　
　
　
　
創
設
に
つ
い
て
の
意
見
書 

反
対
反
対 

反
対 


